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【手続補正書】
【提出日】平成30年5月11日(2018.5.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　材料を除染するための方法であって、
　（ａ）初期濃度の過酸化水素ガスを含む過酸化水素水溶液源の気相を準備する段階であ
って、前記ガスを噴霧化または霧化することなく供給する、段階と；
　（ｂ）前記過酸化水素水溶液源の気相をキャリアガスと接触させることにより、前記過
酸化水素水溶液源中の過酸化水素の濃度を、初期濃度よりも高い第二濃度に増加させる段
階と；
　（ｃ）段階（ｂ）の間に、前記過酸化水素水溶液源に、第二濃度よりも低い第三濃度の
過酸化水素を含む過酸化水素水溶液を添加する段階と；
　（ｄ）段階（ｃ）が開始された後に、結果として得られる過酸化水素水溶液源およびキ
ャリアガスの混合気相を過酸化水素の安定な定常状態の濃度において含むガス流を回収す
る段階と；
　（ｅ）前記ガス流を前記材料に送達することにより、前記材料を除染する段階と；
を含む、前記方法。
【請求項２】
　気相および過酸化水素水溶液源が実質的にガス不透過性の膜により分離される、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　キャリアガスが実質的に乾燥したキャリアガスであり、膜がアンモニウム塩のフッ化イ
オン交換膜である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　段階（ａ）で供給される過酸化水素水溶液源中の過酸化水素の初期濃度が約２０％～約
５０％である、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　過酸化水素水溶液中の過酸化水素の第三濃度が過酸化水素水溶液源中の過酸化水素の初
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期濃度と同じである、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　過酸化水素の安定な定常状態の濃度が約５００ｐｐｍ～約３００，０００ｐｐｍである
、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　過酸化水素の安定な定常状態の濃度が約５００ｐｐｍ～約８００ｐｐｍである、請求項
２に記載の方法。
【請求項８】
　除染される材料が段階（ｅ）で送達されるガス流の連続流を可能にするように構成され
た通気チャンバ内に位置している、請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　除染される材料が核酸を増幅するデバイスである、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　除染される材料が核酸を増幅するデバイスから取り出された成分である、請求項８に記
載の方法。
【請求項１１】
　除染される材料がＤＮＡを含有し、増幅可能なＤＮＡの量が少なくとも４対数減少され
る、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　除染される材料が微生物含有材料であり、生存可能な微生物の数が少なくとも６対数減
少される、請求項２に記載の方法。
【請求項１３】
　段階（ｅ）がガス流を微生物含有材料に最長６０分間送達することを含む、請求項１２
に記載の方法。
【請求項１４】
　除染される材料が細菌含有材料であり、生細菌の数が約６対数～約７対数減少される、
請求項２に記載の方法。
【請求項１５】
　実質的にガス不透過性の膜がフッ化イオン交換膜である、請求項２に記載の方法。
【請求項１６】
　除染される材料がインビトロ核酸増幅反応のＤＮＡ産物を含有する、請求項１に記載の
方法。
【請求項１７】
　除染される材料がＤＮＡを含有し、増幅可能なＤＮＡの量が４対数減少される、請求項
１に記載の方法。
【請求項１８】
　除染される材料が核酸を増幅するデバイスから取り出された成分である、請求項１に記
載の方法。
【請求項１９】
除染される材料が微生物含有材料であり、生存可能な微生物の数が少なくとも６対数減少
される、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　段階（ｅ）がガス流を微生物含有材料に最長約６０分間送達することを含む、請求項１
９に記載の方法。
【請求項２１】
　除染される材料が細菌含有材料であり、生細菌の数が約６対数～約７対数減少される、
請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　除染される材料を４０℃超の温度に曝すことを含まない、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
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　除染される材料を３０℃超の温度に曝すことを含まない、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　材料を除染するための過酸化水素送達デバイスであって、
　（ａ）過酸化水素水溶液源が初期濃度の過酸化水素を含み、気相が過酸化水素および水
を含む、過酸化水素水溶液源およびネブライザまたはアトマイザを用いることなく前記過
酸化水素水溶液源により供給される気相；
　（ｂ）過酸化水素ガス流を形成させ、前記過酸化水素ガス流の形成、前記過酸化水素水
溶液源中の過酸化水素の濃度を初期濃度よりも高い第二濃度に増加させる、前記気相と液
接触しているキャリアガス；
　（ｃ）前記第二濃度よりも低い第三濃度の過酸化水素を含む過酸化水素水溶液を用いて
過酸化水素水溶液源を補充する充填管；並びに
　（ｄ）前記過酸化水素ガス流を除染される材料に送達する装置；
を含み、
前記送達される過酸化水素ガス流が、過酸化水素を安定な定常状態の濃度で含む、前記デ
バイス。
【請求項２５】
　過酸化水素および水を含む気相が、実質的にガス不透過性の膜によって前記過酸化水素
水溶液源から分離される、請求項２４に記載の過酸化水素送達デバイス。
【請求項２６】
　気相が連続的に除去されることで過酸化水素ガス流が形成されるように、キャリアガス
を過酸化水素および水を含む気相に送達させる組立体をさらに含む、請求項２５に記載の
過酸化水素送達デバイス。
【請求項２７】
　前記過酸化水素水溶液源の補充に使用される過酸化水素水溶液が過酸化水素を第二濃度
よりも低い濃度で含み、前記装置には、過酸化水素ガス流が上部空間から除染される材料
に流れるように除染される材料に繋がった、気相を含有する上部空間の出口が含まれる、
請求項２５に記載の過酸化水素送達デバイス。
【請求項２８】
　実質的にガス不透過性の膜がアンモニウム塩のフッ化イオン交換膜である、請求項２５
に記載の過酸化水素送達デバイス。
【請求項２９】
　前記過酸化水素水溶液源が実質的に一定の体積を維持するように充填管が前記過酸化水
素水溶液源を補充する、請求項２４に記載の過酸化水素送達デバイス。
【請求項３０】
　前記過酸化水素源の補充に使用される過酸化水素水溶液中の過酸化水素の第三濃度が前
記過酸化水素水溶液源中の過酸化水素の初期濃度と同じである、請求項２４に記載の過酸
化水素送達デバイス。
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